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第１ 計画の趣旨

１ 計画策定の趣旨

ＳＤＧｓや環境に対する関心が国内外で高まり、政府もグリーン社会の実現に注力

し、2050 年カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言する中、農林漁業及び

食品産業の分野においても、これらに積極的に貢献していくことが求められている。

農林水産省は、令和３年（2021 年）５月に「みどりの食料システム戦略」を策定

し、令和 32 年（2050 年）に化学肥料使用量を 30％低減、化学農薬使用量を 50％低

減、有機農業の取組面積を耕地面積の 25％に拡大するなど 14 の目標を掲げた。さら

に、「みどりの食料システム戦略」を実現し、農林漁業及び食品産業の持続的発展並

びに食料の安定供給の確保を図るため、令和４年（2022 年）７月に「環境と調和の

とれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」

（以下、みどりの食料システム法）が施行された。

本県においても、みどりの食料システム法第 16 条第１項の規定に基づき、県及び

35 市町が共同で「静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」（以下、

「みどりの食料システム法に基づく基本計画」）を策定した。

本計画は、「みどりの食料システム法に基づく基本計画」に合わせ、農業分野にお

いて県が取り組む施策を具体的に示すものである。

２ 計画の位置付け

本計画は、「静岡県総合計画」の分野別計画として本県農業の最上位計画に位置づ

けられる「静岡県食と農の基本計画」の施策別計画及び「みどりの食料システム法に

基づく基本計画」の農業分野での実施計画である。

また、計画の作成、推進にあたっては、有機農業推進法に基づく「静岡県有機農業

推進計画」をはじめとした既存の関連方針・計画（参考資料）との整合性を図るもの

とする。
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３ 計画期間

国の「みどりの食料システム戦略」の中間目標年である令和 12 年度（2030 年度）

を見据え、令和４年度（2022 年度）から令和７年度（2025 年度）までの４年間を第

１期、令和８年度（2026 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの５年間を第２期

とする。

第２期では、環境と調和のとれた食料システムを面的に発展させるため、環境負荷

低減活動の普及拡大及び有機農業のモデル的先進地区の創出を図るものとする。

第２ 各種取組の概念と定義

本計画における環境負荷低減の各種取組の概念と用語の定義については下のとお

りとする。

１ 有機農業

本計画における「有機農業」とは、有機農業推進法第２条に規定される「化学的

に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しな

いことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業

国・県の計画 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

国みどりの食料システム戦略 中間

県食と農の基本計画

県環境負荷低減事業活動の促進

に関する基本的な計画

県持続的食料システム実施計画

本県の農業生産の取組水準概念図

(化学合成肥料・農薬の使用区分別)

有機農産物
(有機 JAS 規格)

国際的に行われている
有機農業の取組水準
による農産物

有機農業推進法に規定された
有機農業の取組水準により、

生産された農産物（有機 JAS
規格以外も含む）

環境負荷低減事業

活動計画認定等に
よる農産物 等

特別栽培農産物

防除基準・施肥基準に
基づく標準的な生産活動
(慣行農業)による農産物

化学合成農薬・化学合成肥料の削減

５割以上削減２割以上削減

化学合成農薬不使用
化学合成肥料不使用

本計画の「有機農業」の範囲

ＧＡＰを通じた適正な農業生産工程管理の取組推進

（食品安全・環境保全・労働安全等の確保）
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生産の方法を用いて行われる農業」をいう。有機ＪＡＳ規格以外も含む。

２ 特別栽培農産物

化学肥料(窒素成分)の施用量及び化学合成農薬の総使用回数を県の慣行基準か
ら５割以上削減したことを流通事業者等、地域農業に精通したものが確認した農産

物。確認方法や表示方法については、国が定めたガイドラインに準拠。

３ 環境負荷低減事業活動

みどりの食料システム法に規定され、農林漁業者が、農林漁業の持続性の確保に

資するよう、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う次に掲げる

事業活動。当該農林漁業者が作成した環境負荷低減事業活動実施計画を県が認定す

る。

ア 有機質資材による土づくり、化学肥料・農薬低減技術を用いた生産（これま

でのエコファーマーと同様の取組や有機農業が対象。指針は、投入窒素の総量

の上限を定め、化学肥料施用量と化学合成農薬の延使用回数を県慣行基準から

２割以上削減することを目標とする。）

イ 温室効果ガス排出量削減（省エネ設備導入、家畜排せつ物の強制発酵の推進

など）

ウ 大臣の定めるもの（水耕栽培での化学肥料・化学農薬の使用低減、バイオ炭

など）

４ 総合防除（ＩＰＭ（総合的病害虫防除・雑草管理））

環境や消費者ニーズの変化に対応し、病虫害を軽減するため、化学農薬による防

除だけではなく、土壌診断に基づく施肥管理、健全な種苗の使用、農作物の残さの

除去等の生産条件の整備により、病害虫の発生を予防することに重きを置き、気象

や農作物の生育状況等を踏まえて有害動植物の発生を予測し、必要な措置を講ずる

防除

５ ＧＡＰ（農業生産工程管理）

食の安全性や安心の確保、環境保全、労働者の保護を含む持続可能な農業生産工

程管理の取組

第３ 持続的な食料システムの構築に向けた現状と課題

有機農業をはじめとする環境負荷低減の取組を行っている面積（耕地面積に占める

割合）は令和元年の 2,822ha（4.4%）から令和３年の 2,409ha（3.9%）と減少傾向にあ

ったが、令和６年には 3,619ha（6.2%）と増加傾向に転じている。（表１、２）。

しかしながら、環境負荷を低減する生産や販売の方法は生産者ごとに大きく異なり、

その課題も多岐に渡っていることから、取組内容や生産から消費までの各分野に応じ

たボトルネックとその解決手段の提示が求められている。また、今後の取組拡大にあ

たっては、環境に配慮した農産物の需要拡大や価格転嫁が重要な課題であり、生産、

流通・販売、消費の各分野が連携して情報の共有・発信や生産者の支援に取り組む必

要がある（表３）。
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表１ 本県における環境負荷低減の取組別栽培面積の推移 （単位：ha）

※有機農業及びエコファーマーは県調査、有機ＪＡＳ規格は農水省調査、耕地面積は作物統計調査

※慣行栽培は県内耕地面積から有機農業、特別栽培、みどり認定、エコファーマーを除いた面積

表２ 本県における作物別の有機農業取組面積の推移 （単位：ha）

表３ 各分野における農業の環境負荷低減の現状と課題

作 物 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

茶 193 198 210 260 284 342

水稲 60 146 151 182 200 252

野菜 44 55 69 108 127 131

果樹 13 11 9 16 15 29

その他 8 8 3 12 17 17

計 318 418 442 578 644 771

分 野 現 状 課 題

全 体
・生産、販売の面で個々の取組が多い

・収益性のモデルが少なく不安

・生産から消費まで一体となった情報

共有と地域単位での取組が必要

生 産

・個別技術は充実しつつある

・人手に頼る作業が多く、効率化が不十分

・有機農業の新規参入は、研修先が少ない

・栽培管理体系の確立

・指導体制の構築

・栽培技術の面的な普及拡大

流通・販売

・販売価格への転嫁が進んでいない

・量販店での扱いは限定的

・販売先の確保が困難

・組織的な資材の供給や生産物の流通

体制の構築など、中長期的な検討や

取組が必要

消 費

・環境問題や有機農業に関心を持つ消費者

は増加しつつある

・価格により購入を躊躇される

・環境負荷を低減した生産方式による

農産物の活用に向け、生産者と実需

者の連携及び情報発信の実施

取 組 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

有機農業 318 418 442 578 644 771

（有機ＪＡＳ規格） (289) (307) (322) (325) (363) (402)

特別栽培 336 281 297 324 297 363

環境負荷低減事業活動

（みどり認定）
－ － － － 300 1,393

エコファーマー 2,168 1,840 1,670 1,618 1,334 1,092

環境負荷低減面積小計 2,822 2,539 2,409 2,520 2,575 3,619

（参考）慣行栽培 61,278 60,261 59,091 57,880 56,825 54,681

耕地面積 64,100 62,800 61,500 60,400 59,400 58,300

環境負荷低減割合 4.4% 4.0% 3.9% 4.2% 4.3% 6.2%
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第４ 持続的な食料システムの将来像と取組方針

１ 将来像

農業を憧れの職業へ

～ 持続可能な社会づくりへの貢献と、必要十分な収益が得られ、働きがいのある農

業経営の実現 ～

※ 県食と農の基本計画の 10年後の目指す姿に一部追記

２ 取組方針

生産面では、環境負荷低減に資する生産方式の開発・導入及び販売機会の創出を通

じて、慣行栽培からより環境に配慮した「新しい慣行栽培」への転換を図るとともに、

有機農業の拡大を推進する（下概念図）。

消費面では、消費者、実需者、流通関係者が環境負荷の低減に取り組んだ農産物を

積極的に選択できる環境の整備を図る。

生産と消費の両面について、生産、流通・販売、消費、教育、行政など各分野が一

体で創意工夫した取組を推進することで、環境負荷低減に貢献しながら経営的にも持

続可能な農業への転換を図る。
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第５ 普及の目標

１ 目標設定の考え方

本計画は、「みどりの食料システム法に基づく基本計画」の農業分野における県の実

施内容を定めたものであることから、「みどりの食料システム法に基づく基本計画」と

同一の数値目標により進捗評価を行う。

２ 環境負荷低減の目標

※2022、2023 年度は肥料価格高騰により除外

指標名 現状値
目標値

（R12）
根拠

県内化学肥料使用量低減

6%減※

(2016-2023)

（2016 肥料年度）

20％減

（2016 肥料年度）

県肥料

流通量調査

県内化学農薬使用量低減

17％減

(2019-2022)

（2019 農薬年度）

30％減

（2019 農薬年度）

日植防調査

農薬出荷量

有機農業の取組面積
771ha

(2024 年度)
1,350ha 県調査

環境負荷低減技術

（ＩＰＭ等）の導入産地数

20 産地
(2024 年度)

55 産地 県調査

環境負荷低減事業活動実施
計画の認定経営体数

296 経営体

(2024 年度)
650 経営体 県調査
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第６ 県が持続的な食料システムを推進するために行う施策

１ 推進体制

ア 生産者や消費者、流通・加工・販売に関わる事業者、教育機関、行政等から構成

する「静岡県持続的食料システム円卓会議」（以下、円卓会議）において、持続的食

料システムを構築するための課題や技術などの情報共有、施策の方向性を検討する

ことで、総合的な施策の推進を図る。

イ 本計画の施策のうち特に重点的な議題について、円卓会議構成員及びその他関連

する組織、人から成るプロジェクトチーム（ＰＴ）を設けることができ、最長５年

の期限を設定した試行や取組を実施する。

ウ 市町段階の取組を推進する「みどり戦略行政連絡会」において、オーガニックビ

レッジ及び特定区域の取組推進や、必要に応じてＰＴへの参画等により農業の環境

負荷低減に関する認定制度の取得者との連携を図る。

２ 生産

（１）産地及び人材の育成・支援に関する施策

ア 共通

（ア）有機農業をはじめとする環境に配慮した生産方式の導入・定着を図るため、環

境にやさしい栽培技術及び省力化に資する産地に適したグリーンな栽培体系へ

の転換、定着を図る農業者等の取組を支援する。

（イ）土壌診断結果に基づく施肥体系を基本とし、局所施肥やセンシングデータを活

用した可変施肥等により、化学肥料使用量の低減を図る。

（ウ）家畜排せつ物、下水汚泥、食品等の有機資源の肥料利用を促進するため、需要

報
告

県内教育機関

試験研究機関

プロジェクトチーム（ＰＴ）

円卓会議構成員＋その他関連する組織、人

・円卓会議の特に重点的な議題について、

試行や取組を実施（１期ごとに設定）

AOI、ChaOIプロ

連携連携

方
針

静岡県持続的食料システム円卓会議

構成員：生産、流通、販売、消費、教育、県等

事務局：食と農の振興課

・本計画の推進

・同分野間、異分野間での情報共有

・施策の方向性の検討

みどり戦略

行政連絡会

・市町

・農林事務所
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の把握や技術的な課題の抽出等を図りながら、排出者、製造者、利用者など幅広

い関係者との連携により、化学肥料使用量の低減と地域内資源の循環を図る。

（エ）堆肥の利用を促進するため、袋詰めやペレット化の推進、散布や運搬の作業体

制や流通体制の整備を図る。

（オ）ＡＩ搭載型予察灯の導入等、病害虫発生予察調査の省力化と調査対象の拡充に

より植物防疫体制の強化を図るとともに、調査結果に基づく効率的な防除の促進

により化学農薬使用量の低減を図る。

（カ）県内主要品目について、総合防除実践指標の策定及び技術指導者の育成により、

化学的防除だけに頼らないＩＰＭの普及を図る。

（キ）気候変動に対応し、静岡県特別栽培農産物に係る表示ガイドラインにおける県

慣行レベルの見直しを行い、化学肥料及び化学農薬の使用の適正化を図る。

（ク）国や市町等と連携して、有機農業等に取り組む農業者を、環境保全型農業直接

支払制度の活用等により支援する。

（ケ）食の安全性や安心の確保、環境保全、労働者の保護を含む農業生産工程管理を

確保する、国際水準ＧＡＰ（農業生産工程管理）の指導者育成及び認証を通じて、

持続可能な農業経営の維持発展を図る。

（コ）堆肥等生産施設、種子種苗生産供給施設、集出荷貯蔵施設等の共同利用施設の

整備や農業機械の導入等を支援する。

イ 有機農業

（ア）地域ぐるみで有機農業に取り組む市町等の取組を推進するため、生産者の組織

化、農地の団地化や学校給食等での利用など、有機農業の生産から消費まで、事

業者や地域内外の住民を巻き込んで推進する取組の試行や体制づくりを支援す

る。

（イ）農業者に指導及び助言を行うことのできる指導員の育成、指導員による現地指

導等、生産現場における普及指導体制の整備を進める。

（ウ）新たに有機農業を行おうとする者が円滑に開始できるよう、有機農業に取り組

む教育機関や農業者等と連携して支援できる体制を整備する。

（エ）海外での有機食品に対する需要の高まりに対応し、生産段階、加工段階でのＣ

ｈａＯＩプロジェクトの有機茶転換向けの支援や、有機ＪＡＳ認証の取得の促進

など、有機農産物の産地づくりを支援する。

（２）技術開発に関する施策

ア 化学肥料・化学農薬の使用量削減と経営の安定化の両立に向け、地域資源等を活

用した地域資源循環による化学肥料低減システム、物理的防除や天敵利用等を組み

合わせた化学農薬に依存しない防除システム等の開発に取り組む。

イ 農地の土壌炭素をモニタリングするとともに、炭素貯留につながる土壌管理技術

の開発に取り組む。
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ウ 温室効果ガスの排出削減に向けた栽培技術の開発に取り組む。

エ 持続性の高い生産体系の構築に向け、気候変動への対応や有機農業等に適した品

種や栽培技術の開発に取り組む。

（３）普及に関する施策

ア 試験研究機関や農業者、大学、民間等で開発、実践されている様々な技術の情報

の収集及び共有を図るとともに、地域の気象・土壌条件等に適合し、品質や収量を

安定的に確保できる技術体系の確立や、新技術の導入効果や適用条件の把握に向け

た実証等に取り組む。

イ 化学肥料・化学農薬の使用量削減と持続性の高い生産体系の構築に向け、病害虫

防除技術、施肥技術等の栽培技術の普及に取り組む。

ウ 施設園芸における燃油使用量削減のため、省エネルギーで脱炭素効果が高いヒー

トポンプ等の導入や被覆多層化の支援、高度環境制御技術による施設内環境の最適

化に向けた勉強会の開催等の取組を行う。

エ 温室効果ガスの排出削減のため、「水稲栽培における中干し期間の延長」、「バイ

オ炭の農地施用」、「茶園土壌への石灰窒素を含む複合肥料の施肥」等栽培技術の見

直し、技術導入に向けた実証、普及推進を行う。

オ ＡＯＩプロジェクト、ＣｈａＯＩプロジェクト等の関連した取組成果について、

円卓会議等を通じ情報発信する。

３ 消費

（１）販売機会の多様化に関する施策

ア 共通

（ア）環境に配慮した生産方式の取組やその特徴に関して、農業者と消費者に対しイ

ンターネットの利活用など積極的な情報発信を促進し、様々な業種との連携を図

る。

（イ）生産者と実需者とのマッチングを図りつつ、両者の課題とその対応等の事例を

積み上げる。

（２）消費者の理解確保に向けた施策

ア インターネットを活用した情報発信、資料の提供、研修会の開催等を通じ、環境

に配慮した農業生産方式が有する様々な特徴についての知識の普及啓発に努める。

イ ＪＡＳ法に基づく有機農産物の検査認証制度や農産物の表示ルール、ＧＡＰや特

別栽培農産物の表示ガイドライン等の各種認証の取得を推進するとともに、その趣

旨や相違等について、消費者や関係者への普及啓発に努める。

４ 重点的な取組事項
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これまで、環境に配慮した生産方式について、個別の取組を中心に様々な施策を推

進してきたが、面的な取組へ展開するため、次の３点を第２期の重点的事項として取

り組む。

（１）環境に配慮した生産方式の普及拡大

環境負荷低減技術の指導及び助言を行うことのできる指導員を育成するとともに、

産地への技術指導を行い、普及拡大を図る。

（２）環境に配慮した生産方式の開発と実証

緑肥や有機液肥等を活用した地域資源循環による化学肥料低減技術、及び静電気式

病害虫捕獲機や在来天敵の増殖活用等による化学農薬に依存しない防除システムの

開発・実証を行う。

（３）有機農産物の活用推進

オーガニックビレッジの取組を通じ、生産者と実需者の連携及び情報発信と食育に

よる有機農産物の活用に向けた取組を推進する。

第７ 国等の支援施策の活用方策

本計画の推進にあたっては、環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関

する基本的な方針第六に掲げる国の施策及び各種事業を活用する。

第８ 計画の効果検証及び見直し

１ 効果検証

計画期間の最終年度である令和 12 年度に目標値の達成率を取りまとめ円卓会議へ

報告し、検証を行う。

２ 見直し

計画期間内であっても、情勢の変化や目標達成状況等の事情により、本計画の見直

しが必要な場合は、円卓会議に意見を諮ることとする。

区 分 R8 R9 R10 R11 R12

普及拡大

技術開発

・実証

有機農産

物推進

有機ＪＡＳ指導員養成研修（５人育成／年）

指導者を対象とした技術講習会

地域資源循環：肥料効果の特性評価

防除システム：試作・条件検討、評価

技術開発・効果実証 技術の実用化・普及

有機農産物の学校給食等への提供および食育の実施

有機栽培マニュアルの検証・改良

有機農産物の活用の効果検証と取組改善

各地域における普及指導の実施

展示実証による菌体りん酸肥料の利用促進
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【参考資料】

１ 環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針（令和４

年９月公表）

２ 静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画（令和８年３月改定）

３ 静岡県有機農業推進計画（令和４年４月改定）

４ 静岡県環境保全型農業推進方針


